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「東日本大震災関連情報」について  
 
 
平成 23 年（2011 年）東日本大震災によりお亡くなりになられた方々に対し改めて衷心よりお

悔やみを申し上げますとともに、被害を受けられた被災者の皆様に対して心よりのお見舞いを申
し上げます。 

金融庁では、以下を窓口として「東日本大震災関連情報」を提供しています。 
 
 
１．東日本大震災関連情報 金融面の対策に全力を挙げています！ 
 
金融庁では、ウェブサイト上の「東日本大震災関連情報」ページにおいて、以下の項目別に

情報提供をしています。 
 

（１）預金者の皆さまへ 
 

○預金通帳や印鑑を紛失した場合でも、本人であることが確認できる書類の提示により、金
融機関は預金の払戻しに応じています。 

○本人であることが確認できる書類を紛失してしまった場合についても、住所・氏名等をお
伺いし、登録内容との一致を確認したうえで払戻しを行うなど、柔軟な対応に努めていま
す。 

○預金者本人の死亡時や行方不明時に、親・子ども・配偶者等の方から預金の払出しの求め
があった場合には、必要な要件を満たすことを確認したうえで一定の金額の払出しに応じ
るなど、柔軟な対応に努めています。 

○今般の震災で亡くなられた方や行方不明の方の預金について、ご遺族やご親族がどの銀行
に口座があったか分からない場合には、全国銀行協会にご照会下さい。 

○他の地域に避難されている場合、お取引金融機関以外の店舗でも預金の払戻しを取り扱っ
ている金融機関があります。 

○なお、多くの方々の災害義援金により被災者の皆様方を支援することや、生活の建て直し
を図ろうとする被災者の方々が銀行口座等を円滑に開設できるようにすることが極めて重
要であることから、本人確認手続きについて必要な施策を講じています。 
詳しくは、こちらをご参照ください。また、義援金等を装った詐欺にご注意ください。 
 
 

（２）お金を借りておられる皆さまへ 
 
当面の措置について 

   
○金融機関は、災害の影響を直接、間接に受けておられる方から、借入金の返済猶予等や、
つなぎ資金の供与等の申込みがあった場合には、できる限りこれに応じるよう努めていま
す。 

○災害のために支払いができない手形・小切手の不渡処分（銀行等の取引停止処分等）は猶
予されます。 

○融資の申込みに対しても、被災された方の実情を踏まえ、融資審査に際しての提出書類等
を必要最小限のものとするなど、弾力的・迅速な対応に努めています。 

 
復興に向けて再スタートを切るにあたり、既往債務が負担となる方々へ 
 
○金融庁は、いわゆる「二重債務問題」に関し、関係省庁と力を合わせて対応しています。

政府が平成 23 年６月 17 日に策定・公表した「二重債務問題への対応方針」（内閣官房ウ
ェブサイトへリンク）では、金融庁に関連する施策として、「個人向けの私的整理ガイド
ラインの策定」、「金融検査マニュアルの運用明確化」といった施策が盛り込まれています。 

http://www.cas.go.jp/jp/siryou/nijusaimu.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/debt.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/gienkin.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/20110324-1.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110325-1a.html#44
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/deposit.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html
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○「個人向けの私的整理ガイドラインの策定」については、金融庁がオブザーバーとして参
加した「個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会」が、「個人債務者の私的整
理に関するガイドライン」（「個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会」ウェブ
サイトへリンク）をとりまとめ、平成 23 年８月 22 日から適用を開始することとしていま
す。震災の影響により、既往債務を弁済することができない、又は、近い将来に弁済でき
ないことが確実と見込まれる個人の方々が、本ガイドラインに則して弁済計画案の作成等
を行い、債権者との間で私的に合意（私的整理）することにより、法的倒産手続による不
利益や信用情報機関への登録を回避しつつ、債務免除等を受けることができるようになり
ます。 

○また、「金融検査マニュアルの運用明確化」については、「十分な資本的性質が認められる
借入金」は、金融機関が債務者の財務状況等を判断（債務者区分）するにあたって、負債
ではなく資本としてみなすことができる旨、「金融検査マニュアル」において記載されて
いますが、具体的にどのようなものが「十分な資本的性質が認められる借入金」に該当す
るのかについてより明確化してほしいとの要望がありますので、今後、その運用の明確化
や周知の徹底を図る予定です。これにより、例えば震災の影響から債務超過に陥っている
企業であっても、「十分な資本的性質が認められる借入金」を有する企業は、当該借入金
を資本とみなすことにより、債務者区分が上昇し、新たな融資が受けやすくなるなどの効
果が期待されます。 

 
（３）保険に加入されている皆さまへ 
 

○生命保険・損害保険各社は、保険金の簡易・迅速な支払いに努めています。 
○保険証券や本人であることが確認できる書類を紛失してしまった場合でも、それぞれの状
況に応じた柔軟な対応を行っています。どの保険会社と契約していたか分からない場合に
ついては、保険協会や保険会社にご照会ください。 

○被災された方については、申し出があれば、保険料の支払い等を猶予しています。 
 
（４）上場企業等の皆さまへ 
 
○東日本大震災に伴う有価証券報告書等の提出期限については、特例措置を延長するための
政令を制定し、本年９月末までに提出すればよいこととしました。 

○さらに、各取引所では、被災した会社の上場管理や、新規上場に係る審査等について、各
種の取組みを行い、柔軟に対応することとしています。 
 

（５）金融機関の皆さまへ 
 

○震災による直接・間接の影響により、債務者の実態把握が困難な場合等を踏まえ、資産査
定に係る特例措置及び運用の明確化を行っています。 

○被災された金融機関が期限どおりに必要な報告書類を当局に提出できない場合、弾力的に
対応することとしています。 

○また、被災地域等の金融機関が、中小企業金融円滑化法に基づく開示・報告を被災地域の
実情に応じた形で行うことができるよう、開示・報告義務を弾力化することとし、内閣府
令等を改正しました。 

○更に、震災により、金融機関に様々な影響が生じうることを踏まえ、(1)地域における面
的な金融機能を維持・強化するとともに、(2)預金者に安心していただける、万全の枠組
みを設けるための、改正金融機能強化法が、平成 23 年 6 月 22 日に成立し、７月 27 日に
施行されました。 

○貸金業者から借入れを行おうとする被災者の方が、法令に定める手続き等が問題となって、
資金を借りられないという不都合が生じないよう、貸金業法施行規則の一部の改正を行い
ました。 

 
（６）金融機関等の相談窓口一覧 
（７）プレスリリース一覧 
（８）関連リンク 
                                                 
 
 

http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/press.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110325-1.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/kinyu.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/houjin.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/insurance.html
http://www.zenginkyo.or.jp/news/2011/07/15150001.html
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その他、当ページでは、金融機関等の対応状況として、被災地域の金融機関の状況、金融庁
及び財務局の震災対応に関する諸施策並びに金融業界の対応についての情報をご覧になること
ができます。当該情報は、日々更新しています。 
 
※詳しくは、金融庁のウェブサイトのトップページから「被災された皆さまへ金融庁からの重
要な情報です」にアクセスして下さい。 

 
 
２．東日本大震災関連情報 金融庁携帯サイトについて 
 
金融庁では、大震災関連情報を掲載した金融庁携帯サイトを開設しております。 
 
※詳しくは、金融庁ウェブサイトのトップページから「金融庁携帯用サイト」及び QR コード
（以下）からアクセスしてください。 

 
金融庁携帯用サイト 

 
 
３．金融庁ツイッターについて 
 
金融庁では、ツイッターを活用して、東日本大震災関連の金融に関する情報を含め、金融に

関する様々な取り組み等について、タイムリーな情報提供をしております。 
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトのトップページから「金融庁 Twitter」 にアクセスし 

てください。 
 

 

金融庁 Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://twitter.com/#!/fsa_JAPAN
http://twitter.com/#!/fsa_JAPAN
http://www.fsa.go.jp/m/quake/jishin.html
http://www.fsa.go.jp/m/quake/jishin.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/jokyo.html
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「東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行について
の免責に係る期限に関する政令の公布について」の公表について 

【震災関連トピックス】 

 

 

 

 
金融庁は、東日本大震災の影響により、上場企業が、金融商品取引法に基づく開示書類（有価

証券報告書、四半期報告書など）について、同法に規定する提出期限までに提出できない可能性
が生じているため、特例措置として、東日本大震災により本来の提出期限までに有価証券報告書、
四半期報告書等の提出がなかった場合であっても、今回新たに特例措置を延長するための政令を
制定し、本年９月末までに提出すればよいこととしました。 
  

この特例措置は、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する
法律（平成８年法律第 85 号）」及び「東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用
すべき措置の指定に関する政令（平成 23 年政令第 19 号）」により、平成 23 年６月 30 日までに
提出すればよいこととされていましたが、平成 23 年６月 30 日以後に本来の提出期限が到来する
有価証券報告書等（例えば、３月決算の上場会社等の有価証券報告書）については、その提出期
限までの提出が遅延する可能性があることから、当該有価証券報告書等に係る免責期限を延長す
るための政令を制定しました。 
 
 本政令の内容は以下のとおりです。 
 
 東日本大震災による金融商品取引法の規定による有価証券報告書等の提出の義務の不履行につ
いて、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」第４条
第３項の規定に基づき、この特例措置の期限を延長するための政令を制定し、その期限を平成
23 年 6 月 30 日から同年９月 30 日に延長しました。なお、本政令は公布の日（平成 23 年６月 22
日）に施行されています。 

本政令による延長の対象となる報告書は次のとおりです。 
 （１）有価証券報告書（金融商品取引法第 24条第１項） 
 （２）四半期報告書（金融商品取引法第 24 条の４の７第１項） 
  （３）半期報告書（金融商品取引法第 24条の５第１項） 
 （４）親会社等状況報告書（金融商品取引法第 24 条の７第１項） 
 
※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道関係資料」から「東日本大震災による有価証券報告書

等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の公布について」(平成 23 年
６月 22 日)もしくは、「東日本大震災関連情報」の「上場企業等の皆様へ」から「有価証券報
告書等の提出期限に係る特例措置について」(平成 23年６月 22日)にアクセスしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110622-2.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110331-3.html
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「新興市場等の信頼性回復・活性化に向けた工程表」の公表について 

【その他のトピックス】 

 

 
 
 
 
「金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン」（平成 22 年 12 月 24 日金

融庁）においては、新興企業に対する適切な成長資金を供給する観点から、新興市場等の信頼性
回復・活性化のために実施すべき事項が掲げられたところです。 
また、その内容の具体化に向けては、金融庁に限らず、各取引所、日本証券業協会（以下「日

証協」）、日本公認会計士協会（以下、「会計士協会」）等の市場関係者が主体となって検討を行い、
具体的な取組みの実施期限を明確にした工程表を、平成 23 年前半を目途に作成・公表するよう
求めていました。 
これを受け、金融庁及び市場関係者による「新興市場等の信頼性回復・活性化策に係る協議

会」において工程表が作成され、６月 23 日に公表されました（工程表のポイントは下記のとお
りです）。 
今後、市場関係者等が工程表に沿った取組みを進めていくこととなりますが、金融庁としては、

市場関係者等による取組みに必要な協力を行うとともに、協議会の場を通して工程表の各取組み
の進捗状況につき必要なフォローアップを実施することとしています。 
 

（工程表のポイント） 
 
１．上場前の企業の新興市場への上場促進 
 
(1)グリーンシートの活用促進 

日証協は、グリーンシートの役割・あり方について、非上場企業の資金調達機能を担ってき
た経緯、本工程表に基づく新興市場に関する取組みの状況を踏まえ、抜本的な見直しを行う。
〔平成 24 年３月までを目途〕 
 
(2)一定の質が確保された上場前の企業のリスト化 
経済産業省では、中小企業基盤整備機構との連携により、ベンチャーキャピタルが運営する

ファンドや投資先企業情報等のリストの作成、公表の準備が進められており、当該リストを活
用する。今後の活用状況を踏まえ、市場関係者において、意見交換を行う。 

 
２．上場審査等の信頼性回復・負担軽減等 
 
(3)有価証券報告書等の虚偽記載の防止に向けた密度の高い情報共有 

日証協は、会計士協会の協力を得て「連絡会」を設置し、今後、同連絡会において、主幹事
証券会社、監査人及び取引所の間で有価証券報告書等の虚偽記載の防止に向けた密度の高い情
報共有を図るための意見交換を進める。〔平成 23 年９月までを目途〕 
 
(4)引受審査等における審査の適正化・明確化等 
○日証協は、取引所及び証券会社等の協力を得て、反社会的勢力データベースの構築・照会 
に関する検討の終了後、速やかに、反社会的勢力以外の者で市場において市場の透明性・ 
公正性の確保の観点から問題があるとされる者（いわゆる「反市場的勢力」）の取扱いを
検討すべきではないかとの指摘等を踏まえ、市場関係者の認識の共有を図りつつ、必要な
検討を進める。  

○日証協は、上場に向けた必要な準備事項の概要(参考モデル)を策定する。合せて、日証協
及び取引所において、同準備事項の概要(参考モデル)及び上場審査スケジュールの概要
(参考モデル)について、それぞれのホームページ等により周知を行う。〔平成 24 年３月ま
でを目途〕  

○上場準備会社の初年度監査の「遡及的監査」に関して、次の環境整備に取組む。  
ⅰ)「遡及的監査」では、監査範囲の制約により「無限定適正意見」以外の意見が付され
る可能性があることから、上場準備会社において、事前に社内管理体制の整備が進めら
れるよう、会計士協会・監査法人において、上場に向けた必要な準備事項(監査スケジ
ュールの概要を含めた参考モデル)等を整理する。合せて、会計士協会・監査法人、取  
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引所及び証券会社等において、その周知を行う。〔平成 24 年３月までを目途〕 
ⅱ) 現状、直前々期が「限定付適正意見」での上場が非常に少なく、「無限定適正意見」
でないと上場承認が得にくいといった誤解が多いと考えられることから、取引所におい
て、直前々期の「限定付適正意見」が許容可能であることの周知を図る。〔平成 23 年
12 月までを目途〕 

ⅲ) 直前々期の意見不表明の可否については、遡及的監査の実施状況を踏まえつつ、いか
にして投資者保護上の問題等を解決できるかについて、引き続き、金融庁及び市場関係
者において意見交換を行う。 

 
３．上場企業に対する負担の軽減及び適切な上場管理の実施 

 
(5)内部統制報告制度の見直し 
○監査法人及び取引所において、今回の内部統制報告制度の見直し内容及び「内部統制報告
制度に関する事例集」について、引き続き、上場会社及び上場準備会社に周知を図る。  

○今後、開示企業及び市場関係者から、具体的な事例についての意見があれば、それを集め、
金融庁において、「内部統制報告制度に関する事例集」の充実を図る。  

 
(6)成功例を積極的に生み出すための支援の重点化 

各市場関係者のこれまでの取組状況等について紹介。 
 
(7)リスク情報を含めた継続的な情報発信・開示の促進 

取引所は、今後段階的に、新興市場の上場企業の大まかな業種や特性に応じたリスク情報
の類型化に必要な基礎データの整理等を行い、公表する。 

 
４．新興市場からの他の市場等への移行等  

 
(8)新興市場の位置づけの明確化 
各取引所において、新興市場の位置づけについて検討を行い、その明確化を図るため、各取

引所・市場の実情を踏まえ、必要な措置を講じる。〔平成 24 年３月までを目途〕 
 
(9)上場廃止銘柄の受皿の整備 

日証協において、次の事項について検討を行う。〔平成 24 年３月までを目途〕 
○フェニックス銘柄の指定基準、取扱期間  
○仮に上場廃止となる銘柄が増加する場合に備えて、既存の取引所のシステムやＰＴＳの利
用、清算体制の整備、開示・売買管理体制等 

 
 
※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道関係資料」から『「新興市場等の信頼性回復・活性化

に向けた工程表」の公表について』（平成 23 年６月 23 日）にアクセスしてください。 
 
また、上記の工程表については、下記の各機関のウェブサイトに掲載されています。 
日本証券業協会 
日本公認会計士協会 
札幌証券取引所、東京証券取引所、名古屋証券取引所、大阪証券取引所、福岡証券取引所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sse.or.jp/topicks/shinkou_kyougi.html
http://www.tse.or.jp/listing/mothers/index.html
http://www.nse.or.jp/
http://www.ose.or.jp/news/20162
http://www.fse.or.jp/news/index.php
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1541.html
http://www.jsda.or.jp/katsudou/kaigi/chousa/shinko_kyougi/index.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110623-2.html
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「中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要」について 
 
 
 
 
中小企業金融の実態把握の一環として、平成23年５月に、全国の財務局等を通じて、各都道府県の商

工会議所47先を対象に、会員企業の業況や資金繰りの現状と先行き等について聴き取り調査を実施した
ところ、その調査結果の概要は以下のとおりとなりました。 
なお、平成23年３月に東日本大震災が発生したことに伴い、悪化の要因に係る調査項目を見直してい

ます（注４参照）ので、前回調査（平成23年２月調査）結果と単純に比較できないことにご留意くださ
い。 
 
１．中小企業の業況感は、東日本大震災の影響もあり、厳しさを増しています。現状D.I.は、平成22年
２月調査以来、５四半期ぶりにマイナス幅が拡大しています。 
悪化の要因としては、「売上げの低迷」の割合が最も大きく、次いで、「その他震災等の影響」とな

っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．中小企業の資金繰りも、東日本大震災の影響もあり、厳しさを増しています。現状D.I.は、平成22

年２月調査以来、５四半期ぶりにマイナス幅が拡大しています。 
悪化の要因としては、「中小企業の営業要因」の割合が最も大きく、次いで、「その他震災等の影

響」となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （単位：％）

① ② ③ ④ ⑤
原油・原材料価
格等、仕入原価
の上昇、及び販
売先との関係に
よる販売価格転
嫁の遅れ

需要の低迷によ
る売上げの低迷

競争過多による
販売価格の下落

株式・為替市場
はじめグローバ
ルな市場変動の
影響

東日本大震災や福島
原子力発電所事故等
の影響によるもの
（①～④に該当しな
いもの）
例：営業建物の損
壊、原材料の調達不
能、計画停電や節電
による業務の縮小等

▲87 ▲81 17.4 30.5 10.2 5.4 36.5
（ ▲62 ） （ ▲68 ）

▲91 ▲89 5.9 43.5 18.8 0.0 31.8
（ ▲77 ） （ ▲79 ）

▲91 ▲89 9.4 39.4 17.6 0.6 32.9
（ ▲68） （ ▲72 ）

▲83 ▲89 18.2 30.7 19.8 0.0 31.3
（ ▲81 ） （ ▲85 ）

▲83 ▲89 5.3 43.0 15.2 0.0 36.4
（ ▲55 ） （ ▲68 ）

▲70 ▲72 0.0 59.4 15.6 0.0 25.0
（ ▲74 ） （ ▲76 ）

▲79 ▲81 24.0 38.4 12.3 0.7 24.7
（ ▲79 ） （ ▲81 ）

▲83 ▲84 12.2 39.3 15.8 1.0 31.7
（ ▲71 ） （ ▲76 ）

（注１）Ｄ．Ｉ． ＝ 「良い」と回答した先数構成比 － 「悪い」と回答した先数構成比
（注２）悪化の要因については、複数回答可としており、複数の回答の総計を分母とする割合として示している。
（注３）表中の括弧書は23年2月時点の調査結果
（注４）今回の5月調査では「悪化の要因」の調査項目を見直し、「仕入原価の上昇」と「販売価格転嫁の遅れ」を１つに統合するとともに、「その他震災等
　　　　の影響」を新設した。

悪化の要因（回答割合）

製造業

区分

Ｄ．Ｉ．（良い－悪い）

現状 先行き

不動産業

運輸業

平均

小売業

卸売業

建設業

サービス業

 （単位：％）

① ② ③ ④ ⑤
販売不振・在庫
の長期化等、中
小企業の営業要
因

金融機関の融資
態度や融資条件
等

改正貸金業法施
行の影響等、ノ
ンバンクの融資
態度・動向

セーフティネッ
ト貸付・保証
等、信用保証協
会や政府系金融
機関等の対応

東日本大震災や福島
原子力発電所事故等
の影響によるもの
（①～④に該当しな
いもの）
例：被災による担保
価値の下落、取引先
の被災による入金の
遅れ等

▲68 ▲64 51.5 1.0 0.0 4.1 43.3
（ ▲51） （ ▲57 ）

▲74 ▲72 62.9 1.0 2.1 2.1 32.0
（ ▲60 ） （ ▲66 ）

▲64 ▲66 58.2 1.1 0.0 2.2 38.5
（ ▲51 ） （ ▲64 ）

▲79 ▲72 54.1 4.5 0.0 1.8 39.6
（ ▲68 ） （ ▲72 ）

▲72 ▲70 56.8 0.0 1.1 2.1 40.0
（ ▲55 ） （ ▲57 ）

▲52 ▲52 71.7 1.7 0.0 0.0 26.7
（ ▲57 ） （ ▲59 ）

▲62 ▲60 65.3 0.0 0.0 2.7 32.0
（ ▲64 ） （ ▲68 ）

▲67 ▲65 59.1 1.4 0.5 2.2 36.7
（ ▲58 ） （ ▲63）

（注１）Ｄ．Ｉ． ＝ 「良い」と回答した先数構成比 － 「悪い」と回答した先数構成比
（注２）悪化の要因については、複数回答可としており、複数の回答の総計を分母とする割合として示している。
（注３）表中の括弧書は23年2月時点の調査結果
（注４）今回の5月調査では「悪化の要因」の調査項目を見直し、「金融機関の融資態度」と「金融機関の融資条件」を１つに統合するとともに、「その他
　　　　震災等の影響」を新設した。

平均

製造業

小売業

卸売業

建設業

不動産業

運輸業

サービス業

現状 先行き
区分

Ｄ．Ｉ．（良い－悪い） 悪化の要因（回答割合）
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（参考）東日本大震災に関連した主なコメントについては以下のとおりとなっています。 
 
○ 店舗や工場等の建物等が損壊したことにより、営業が継続できない、または困難となっている（福

島‐製造業、茨城‐小売業 ほか） 
○ 機械が破損し、これに対する補填のための費用負担が増加している（福島‐製造業） 
○ 部品、建築資材等の原材料や商品の調達が不能または困難となった結果、営業ができず売上げが減

少している（長野‐製造業、鹿児島‐小売業、山口‐建設業 ほか） 
○ 部品の供給停止や原材料の入荷に対する不安から、先行きが不透明である（長野‐製造業） 
○ 夏場の電力不足や節電が生産活動に影響を及ぼす懸念があり、消費減退が予想される（山形‐製造

業、福岡‐製造業、大分‐小売業、大阪‐中小企業全体 ほか） 
○ 様々なものが自粛傾向にあるため、売上げ・収益が上がらない（北海道‐中小企業全体、埼玉‐中

小企業全体 ほか多数） 
○ 宿泊やイベント等のキャンセルにより販売不振・受注減少が見られる（茨城‐サービス業、奈良‐

サービス業、岐阜‐卸売業 ほか多数） 
○ 過度の自粛ムードは、消費の低迷を招き、復興の妨げになることを危惧している（香川‐小売業） 
○ 被災地に取引先がある企業は、入金の遅れ等により収益状況が厳しい（岩手‐中小企業全体） 
○ 被災企業の売掛金回収が困難となっている（山形‐製造業、岩手‐サービス業） 
○ 原発に絡む出荷制限や風評被害によって、経済活動の縮小が懸念される（福島‐中小企業全体） 
○ 風評被害による農・水産品の売上げの減少や観光客数の減少等を懸念している（新潟‐小売業、岐

阜‐サービス業 ほか） 
○ 特産の農産物等の運送需要期に、放射能汚染の風評が立つことにより影響が出ないか懸念している
（山形‐運輸業） 

○ 原発事故による風評や、放射線の影響による仕入れの先行きを不安視している（茨城‐卸売業、長
野‐卸売業） 

○ 自家発電設備など震災需要により受注が増えたものの、部品や資材の入手難などの問題を抱えてい
る（愛知‐製造業、香川‐製造業、栃木‐建設業） 

○ 小売店・コンビニでは生活必需品に震災需要がみられた。また、仙台圏からの買い物客も多く見ら
れた（山形‐小売業） 

○ 一部で震災需要が見込まれるが、一時的なものであることを懸念している（宮城‐不動産業、宮城
‐中小企業全体） 

○ 金融機関が新規融資や条件変更に前向きである（神奈川‐中小企業全体、愛媛‐中小企業全体 ほ
か） 

○ 計画的に改善・革新に取り組む事業者には、金融機関も資金応需している（千葉‐卸売業） 
○ 金融機関からの災害貸付等の資金調達により、資金繰りは緩和されている（宮城‐製造業 ほか） 
○ 金融機関は、震災により影響を受けた事業者に対して、柔軟かつ迅速な対応をしている（千葉‐製

造業 ほか） 
○ 被災地の復興財源に充てるため、国の公共工事予算の削減が懸念される（山形‐建設業、島根‐建

設業 ほか） 
○ 公共工事予算が東北復興に重点配分されることが予想され、業者過多のなか、受注獲得競争が厳し

く、資金繰り悪化の状況が続くものと思われる（静岡‐建設業、三重‐建設業、高知‐建設業） 
 
 
※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から中小企業の業況等に関するアンケート調査結

果の概要（平成23年６月22日）にアクセスしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110622-1.html
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「多重債務問題の解決に資する取組みを通じ健全な消費者金融市場の 

形成に寄与した金融機関」に対する大臣顕彰について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
改正貸金業法は、昨年６月18日に完全施行されましたが、金融庁においては、「改正貸金業法フォロー

アップチーム」を設置するなどして、制度の周知徹底、施行状況や影響等についての実態把握、制度のフ
ォローアップ・点検などを行っています。 
本フォローアップチームおいては、これまで４回にわたり関係者ヒアリングを実施しましたが、そのな

かで、 
○積極的に消費者向けローンを実施する取組み。 
○多重債務相談と融資を組み合わせ、多重債務問題の解決に資する取組み。 

などの地域金融機関における健全な消費者金融市場の形成に向けた優れた取組み事例が明らかになってき
ました。 
このような取組みがさらに広がることを期待して、特に優れた取組みを行った８つの金融機関を、６月

20日に自見大臣から顕彰いたしました。顕彰された金融機関とその取組みの概要は、次の通りです。 
 
 

金融機関 取組みの概要 

一関信用金庫 栗原市及び仙台弁護士会との提携による多重債務者対策や自殺防止対

策等に資する「栗原市のぞみローン」の実施など。 

多摩信用金庫 基本スタンス（困っているお客様の相談に応じていくこと）に基づく

消費者ローン相談窓口の設置、「顔の見える関係」を重視した訪問活

動の実施、融資後のモニタリングの実施など。 

青和信用組合 多重債務相談室の設置、多重債務者対応マニュアルの整備、融資後の

訪問活動による家計収支改善の進捗管理の実施など。 

塩沢信用組合 多重債務相談態勢としての地元自治体と連携した相談窓口の設置、

「個人の救済支援おまとめローン」の実施など。 

尾西信用金庫 消費者ローン利用者のデータ分析等に基づく顧客のニーズに応じた対

応の実施、高い頻度での訪問による顧客の問題解決に注力など。 
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但陽信用金庫 「よろず相談室」の設置、多重債務相談について弁護士・司法書士等

と連携した対応、「生活再生ローン」の実施、融資後のモニタリング

の実施など。 

遠賀信用金庫 相談窓口である「暮らしの安心コーナー」の設置、多重債務相談につ

いて司法書士会と連携した対応、啓蒙用チラシ（年間約 300 万枚）の

配布など。 

南郷信用金庫 時間外の消費者ローン等相談窓口の設置、多重債務者相談マニュアル

の整備、多重債務相談について弁護士・司法書士等と連携した対応な

ど。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
金融庁としては、引き続き、全国の都道府県、財務局における多重債務相談窓口の周知・広報を徹底

していくとともに、各金融機関における、健全な消費者金融市場の形成に向けた取組みを強く促してま
いります。 
 
 
※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道関係資料」から「多重債務問題の解決に資する取組みを通じ
健全な消費者金融市場の形成に寄与した金融機関」に対する大臣顕彰について(平成23年６月20日) 
にアクセスしてください。 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110620-1.html
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【お知らせ】 

○KAN-FULL BLOGの活用について 

昨年 11 月に官邸の情報発信の一環として、官邸ブログ KAN-FULL BLOG を開設し、菅総理直筆のコー
ナーや菅総理御出演の動画の配信等、立体的な情報発信を進めているところです。 

  金融庁におきましても、金融庁ホームページ及び金融研究センター・証券取引等監視委員会・公認会
計士監査・審査会のホームページに以下のバナーを設置しています。 
 

 

 
なお、KAN-FULL BLOGの更新情報などを、「KAN-FULL BLOGのお知らせ」として、配信するメール（更

新通知メール配信登録）をご希望の方は、以下のＵＲＬよりお願いします。 

 
●KAN-FULL BLOG  http://kanfullblog.kantei.go.jp/ 
●読者登録（更新通知メール配信登録） http://www.mmz.kantei.go.jp/jp/blog/kan/index.html 

 

○「e-Gov電子申請システム」ご利用について 
 
国民の利便性・サービス向上の取組みとして、金融庁が所管する申請・届出についても、「e-Gov電

子申請システム」の利用により、電子申請・届出をすることができますので、みなさまの積極的なご利
用をお願いします。 
本システムで手続きが可能な申請・届出等については「申請・届出などの手続案内」の「法令一覧

による検索」をご確認ください。 
なお、本システムのご利用にあたりましては、「e-Gov電子申請システム利用規約」に同意していた

だく必要があります。 
 
 
○「e-Gov電子申請システム」利用のメリット 
 
いつでも 
・ 時間にとらわれず夜間や休日でも24時間手続きができます。 

(注) 本システムの保守等が必要な場合は、システムの運用停止等を行うことがあります。 
 
どこでも 
・ 自宅や職場、遠隔地からでも、インターネット経由で手続きができます。 
（注）添付書類のうち、公的機関証明書等、原本を提出する必要のあるもの等については、別に郵送

等で提出していただくことになります。 
 
 
※「e-Gov 電子申請システム」の使い方について、詳しくは e-Gov トップページの「電子申請とは」を

ご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.e-gov.go.jp/index.html
http://www.e-gov.go.jp/shinsei/index.html
http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/notice/agreement.html
http://www.fsa.go.jp/common/shinsei/index.html
http://shinsei.e-gov.go.jp/225/annai/contents/hourei.html
http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/
http://www.mmz.kantei.go.jp/jp/blog/kan/index.html
http://kanfullblog.kantei.go.jp/


- 13 - 

○ その「もうけ話」、大丈夫ですか？  

詐欺的な投資勧誘にご注意ください！ 
 
「未公開株」や「ファンド」取引に関する詐欺的な投資勧誘が多発しています。 

くれぐれもご注意ください。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
実際に投資を行うかどうかの判断は、取引内容を十分に理解した上で行うことが重要です。 

少しでも不審に思った場合には、取引を見合わせることを含めて、慎重に対応することをお勧めし 

ます。 

 
 
 
 

 
 
 
不審な勧誘を受けた場合などには、金融庁金融サービス利用者相談室に情報をご提供ください。 

 
○ 金融庁金融サービス利用者相談室（受付時間：平日１０時００分～１６時００分） 

電話（ナビダイヤル）：０５７０－０１６８１１ 

※ＩＰ電話・ＰＨＳからは、０３－５２５１－６８１１におかけください。 

ＦＡＸ：０３－３５０６－６６９９ 

 
※詳細はこちらにアクセスしてください。 

・ 投資勧誘等にご注意ください！（金融庁ウェブサイト） 

・ 免許・許可・登録等を受けている業者一覧（金融庁ウェブサイト） 

 
 
 
 
 
 
 
 

「未公開株」や「私募債」の取引に関するご注意  

● 一般的に、幅広い投資家に「未公開株」や「私募債」の取引の勧誘が行われることは、考え

られません。 

⇒ こうした取引の勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に 
関らないようにしてください。 

◎ 金融庁ウェブサイトでは、よりくわしい情報や、勧誘を行う業者が金融庁（財務局） 
  の登録を受けているかを確認できます。 
◎ なお、金融庁（財務局）の登録を受けている業者であっても、 

・その信用力などが保障されているものではありません。 
・「元本保証」「絶対に儲かる」などと説明して勧誘することは、禁じられています。 

 

「ファンド（組合など）」取引に関するご注意  

● 法律上、幅広い投資家に対して、組合などファンドへの出資の勧誘を行えるのは、 
  金融庁（財務局）の登録を受けた業者に限られます。 
  ⇒ これ以外の者が勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関 

らないようにしてください。 

http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/attention.html
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
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○皆様からの情報提供が市場を守ります！ 
 

証券取引等監視委員会は、市場分析審査、証券検査、課徴金調査、開示検査及び犯則事件の調査を通

じて、市場の公正性・透明性を確保し、投資者を保護することを使命としています。 

当委員会では、こうした調査や検査などの参考として有効に活用するため、広く一般の皆様から、市

場において不正が疑われる下記のような情報を、電話や郵送、FAX、インターネット等により受け付け

ており、平成21年度には、7,118件と多数の情報をお寄せいただきました。 

 
＜個別銘柄に関する情報＞ 

・ 相場操縦（見せ玉や空売りによるものなど) 

・ インサイダー取引（会社関係者による重要事実公表前の売り抜けなど) 

・ 風説の流布（ネット掲示板の書込みやメールマガジンによるデマ情報など) 

・ 疑わしいディスクロージャー（有価証券報告書や適時開示など) 

・ 疑わしいファイナンス（架空増資や疑わしい割当先など） 

・ 上場会社の内部統制の問題                         ・・・ など 

 
＜金融商品取引業者等に関する情報＞ 

・ 証券会社や外国為替証拠金取引（ＦＸ）業者、運用業者、投資助言・代理業者などによる不正行

為（リスク説明の不足、システム上の問題など） 

・ 経営管理態勢や財務内容に関する問題（リスク管理、分別管理、自己資本規制比率の算定など） 

など 

 
＜その他の情報＞ 
・ 疑わしい金融商品や疑わしいファンド（投資詐欺的な資金集めなど）、無登録業者に関する情報 

・ 市場の公正性を害するような市場参加者（いわゆる仕手グループなど)に関する情報・・・ など 

 
以上のような情報につきましては、是非、当委員会までご提供をお願いします。なお、株式に限らず、

デリバティブや債券等に関する情報についても幅広く受け付けています（個別のトラブル処理・調査等

の依頼には対応していませんので、ご了承ください）。 

インターネットからの情報のご提供は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの情報受付窓口からお願

いします。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆ 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 
 
〒１００－８９２２東京都千代田区霞が関３－２－１中央合同庁舎第７号館 
 
直 通：０３－３５８１－９９０９（情報受付窓口直通） 
ＦＡＸ：０３－５２５１－２１３６ 
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/ 

 

一般からの情報提供を求めるポスター 

https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/
http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm
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〇新着情報メール配信サービス（日本語版・英語版）へのご登録のご案内 
  金融庁ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス（日本語版・英語版）を行っています。皆

様のメールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、日本語版の場合、毎月発行される「アクセ

スFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を１日１回、電子メールでご案内します。 

  また、英語版でも金融庁英語版ウェブサイトの新着情報や「FSA Newsletter」など、新着情報を１日

１回、電子メールでご案内します。 

 
※ 日本語版の登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」に、英語版の登録は Subscribing 
to E-mail Information Service にアクセスしてください。 

 
 
○証券取引等監視委員会ウェブサイトにてメールマガジン配信サービスへの

ご登録のご案内 
証券取引等監視委員会ウェブサイトでは、メールマガジン配信サービス(日本語版・英語版）を行っ

ています。皆様の電子メールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、証券取引等監視委員会ウ

ェブサイトの新着情報や証券取引等監視委員会の問題意識等のメッセージを電子メールでご案内します。 
 

※ 日本語版の登録をご希望の方は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの「メールマガジン配信サー

ビス」に、英語版の登録は「Subscribing to E-mail Information Service」 にアクセスしてく

ださい。 

 

○公認会計士・監査審査会ウェブサイトにて新着情報メール配信サービスへ

のご登録のご案内 
  公認会計士・監査審査会ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版）を

行っています。皆様の電子メールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、公認会計士・監査審

査会ウェブサイトの新着情報を電子メールでご案内します。 

 
※ 日本語版の登録をご希望の方は、公認会計士・監査審査会ウェブサイトの「新着情報メール

配信サービス」に、英語版の登録は Subscribing to E-mail Information Service にアクセス

してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/en/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/en/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/service_top.htm
http://www.fsa.go.jp/en/haishin/index.html
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【金融ここが聞きたい！】 
 
このコーナーは、大臣の記者会見における質疑応答などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届

けするものです。さらにご覧になりたい方は、金融庁ウェブサイトの「記者会見」のコーナーにアクセス

してください。 

 
 
 
 

 
Ａ．6 月 25 日土曜日、スイスのバーゼルにおきまして、グローバルなシステム上重要な銀行、G-SIFIs、

リーマン・ショック以来、大変大きな世界的な問題になりまして、ある意味で大き過ぎてつぶせないと、

そういうふうな表現も一面されたG-SIFIsに対する自己資本の上乗せ規制について議論するために、中

央銀行総裁と銀行監督当局長官による会合（GHOS）が開催されました。 

  当庁からは三國谷長官と、日本銀行総裁の白川総裁、それから、金融庁から河野（金融国際政策）審

議官が国際担当でございますが、行くということで許可をさせていただきました。 

  会合終了後、プレスリリースされたわけでございますが、G-SIFIsの判定に当たっては、ご存じの 

ように「規模」、「相互連関性」などの五つのリスク要因に対応した指標で、システム上の重要性を判定

すること、そして必要とされる資本の上乗せ幅は、これは新聞報道にもございましたように、銀行のシ

ステム上の重要性に応じて、普通株の 1％ないし 2.5％の範囲とすることです。それから、上乗せ規制

は2016年の1月から段階的に実施して、2019年 1月より完全実施すること、などで合意した旨が明ら

かになっております。 

  金融庁としましては、それぞれのG-SIFIsのリスクの程度を反映したバランスのとれた規制内容とす

るべき、との主張を、従来行ってきたところでございまして、今回の合意は、こうした我が国の主張が

反映されており、評価できる内容と考えております。 

  今回の合意内容も含めた G-SIFIs に係る提案措置の全体は、7 月末ごろに市中協議に付され、本年、

11 月のカンヌ・サミットのＧ20 までに最終的な結論をまとめる予定となっているということを聞いて

おりまして、金融庁としても、引き続き積極的に議論に参加してまいりたいというふうに思っておりま

す。（以下省略） 

【平成23年６月28日（火）閣議後記者会見】 
 
 
 
 
 
 
 

【6月の報道発表】 

 

6月1日 アクセス 
「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令（案）」の公表に

ついて 
2日 アクセス 「投資信託財産の計算に関する規則等の一部を改正する内閣府令（案）」等の公表について  

3日 アクセス 
「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する

内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」の公表について  

 アクセス 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令について  

6日 アクセス 欧州証券市場監督局との格付会社に関する書簡の交換について  

9日 アクセス 「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）に対する意見募集の結果等について  

Ｑ：先週末、GHOS（中央銀行総裁と銀行監督当局長官による会合）で G-SIFIs の枠組みが合意されま

したが、対象になった場合には、国内の金融機関も資本の上乗せ等が必要になると思いますが、影

響等に関して大臣から（お願いします）。 

http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110601-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110602-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110603-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110603-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110606-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/hoken/20110609-1.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2011a/20110628-1.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/index.html
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 アクセス 
（株）ディー・ディー・エスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る金融商品取引法違反審判

事件の第１回審判期日開催について  
10日 アクセス 主要行等の平成 23年３月期決算の概要  

 アクセス 地域銀行の平成 23年３月期決算の概要  

 アクセス 株式会社アワード及びサン・パートナーズ株式会社に対する行政処分について  

14日 アクセス 「金融検査評定制度の一部改正（案）」の公表について  

17日 アクセス 「株券等の公開買付けに関するＱ＆Ａ」の追加（案）の公表について  

 アクセス 「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」等の公表について  

 アクセス 「平成 21年度政策評価結果の政策への反映状況」の公表について  

 アクセス 破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告  

20日 アクセス 
「多重債務問題の解決に資する取組みを通じ健全な消費者金融市場の形成に寄与した金融機関」

に対する大臣顕彰について  
22日 アクセス 中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要  

 アクセス 
東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する

政令の公布について 

23日 アクセス 「新興市場等の信頼性回復・活性化に向けた工程表」の公表について  

 アクセス 
株式会社ＤＰＧホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の

決定について  

 アクセス 
ワールド･リソースコミュニケーション（株）による無届社債券募集に係る金融商品取引法違反

審判事件の第１回審判期日開催について  
24日 アクセス 第１回金融審議会「我が国金融業の中長期的な在り方に関するワーキング・グループ」議事次第

 アクセス 
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドほか２社に対する課徴金

納付命令に係る審判手続開始の決定について  
 アクセス 「平成 23年度金融庁政策評価実施計画」の策定等について  

 アクセス 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項及び重点審査について（平成 23年３月期版） 
 アクセス 「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令（案）」等の公表について  

27日 アクセス 
中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループによるプレス・リリース「中央銀行総裁・銀行監督当

局長官グループがグローバルにシステム上重要な銀行に関する措置に合意」の公表について  
 アクセス 平成 24年度 税制改正要望に係る御意見の募集について  
 アクセス 企業会計審議会第 25回監査部会議事次第  

28日 アクセス フューチャーストック株式会社に対する行政処分について  
29日 アクセス 社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令について  

 アクセス 
発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

等について  
 アクセス 証券決済リスク削減に向けた市場関係者の取組の進捗状況について  

 アクセス 
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の公表に

ついて  
30日 アクセス 特殊法人及び認可法人の役職員の給与水準の公表について  

 アクセス 「事務ガイドライン（第三分冊：金融会社関係）」の一部改正について  
 アクセス 貸金業関係資料集の更新について  
 アクセス ライツ信託株式会社に対する行政処分について  

 アクセス 認定金融商品取引業協会の認定について  

http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110609-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110610-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110610-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110610-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/hoken/20110614-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110617-4.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110617-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110617-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110617-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110620-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110622-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110622-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110623-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110623-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110623-1.html
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/w_group/siryou/20110624.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110624-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110624-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110624-4.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110624-2.html
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20110627-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110627-1.html
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/kansa/20110624.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110628-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110629-4.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110629-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110629-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110629-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110630-5.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110630-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/kinyu/20110630-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110630-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110630-14.html
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 アクセス 
金融審議会「保険会社のグループ経営に関する規制の在り方ワーキング・グループ（第１回）」

議事次第  

 アクセス 
「信託業法施行規則及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部を改正する内

閣府令（案）」の公布について  

 アクセス 
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（案）」に対

するパブリックコメントの結果等について  

 

【6 月のアクセス数の多いページ】 
 

このコーナーは６月の「報道発表」から特にアクセス数の多かったページを掲載しています。 

なお、過去のアクセス数の多いページをご覧になりたい方は金融庁ウェブサイトのアクセス数の多いページ

（過去の情報等）にアクセスしてください。 

 
 

・金融庁が検査実施中の金融機関  
・免許・許可・登録等を受けている業者一覧  
・“IFRS 適用に関する検討について”2011年 6月21 日 金融担当大臣 自見庄三郎  
中小企業等に対する金融円滑化対策について  

・今般の震災についての金融庁・財務局・金融機関の対応状況  
・ 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧  
・無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について  
・「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）に対する意見募集の結果等について  
・みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について  
・「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令（案）」の公表につい
て  
 

以上 

 アクセス マークより公表ページを見ることができます。 

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/hoken_wg/siryou/20110629.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110630-6.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110630-4.html
http://www.fsa.go.jp/common/pop_kako.html
http://www.fsa.go.jp/receipt/k_jyouhou/fsa.html
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/20110621-1.html
http://www.fsa.go.jp/policy/chusho/enkatu.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/jokyo.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/hoken/20110609-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110601-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110531-5.html
http://www.fsa.go.jp/policy/prepaid/shohinken/ichiran.xls
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